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船舶事故調査報告書 

 

                             令和３年５月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和元年１１月１４日 ０４時２２分ごろ 

発生場所 北海道苫小牧市苫小牧港西港区西方の浅所 

苫小牧灯台から真方位２４０°１,０００ｍ付近 

 （概位 北緯４２°３７.０′ 東経１４１°３３.５′） 

事故の概要  引船隆
りゅう

新丸
しんまる

は、浚渫
しゅんせつ

船東亜
と う あ

３号をえい
．．
航中、えい
．．
航索のガイドロ

ープが破断し、東亜３号が北西方に圧流されて苫小牧港西港区西方の

浅所に乗り揚げた。 

東亜３号は、左舷船底外板に破口等を生じた。 

事故調査の経過 令和元年１１月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

Ａ 引船 隆新丸、１９トン 

   ２６０－４９５９４北海道、淡路ディーゼル株式会社（船舶所

有者）、ハヤカワ建設株式会社（船舶借入人）（Ａ社） 

   １３.６８ｍ（Lr）×５.６０ｍ×１.９２ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、１,６７４kＷ（合計）、令和元年８月 

Ｂ 浚渫船 東亜３号、約５２４トン 

   なし、株式会社マルトヨ渡島土木 

   ３３.００ｍ×１５.００ｍ×３.００ｍ、鋼 

   機関なし、平成１２年 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ ５２歳 

一級小型船舶操縦士  

免許登録日 平成１８年４月６日 

免許証交付日 平成２８年４月５日 

        （令和３年４月５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ船 なし 

Ｂ船 左舷船底外板に破口を伴う凹損 

 気象・海象 (1) ガイドロープ破断時（１１月１４日０１時１０分ごろ） 

気象：天気 雨、風向 南、風速 約１０m/s、視界 良好 

海象：波向 南南東、波高 約３～４ｍ 
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(2) Ｂ船乗揚時（１１月１４日０４時２２分ごろ） 

気象：天気 雨、風向 南南西、風力 ６、視界 良好 

海象：波向 南南東、波高 約３.８ｍ、潮汐 上げ潮末期、潮高 

 約１２９cm（苫小牧） 

苫小牧市には、令和元年１１月１３日１６時１１分に強風及び波浪

注意報が発表され、また、苫小牧港には、１８時２０分に走錨注意情

報が発表され、同注意報及び同注意情報は、本事故時（上記(1)、(2)

の時点）も継続中であった。 

(3) 観測値 

苫小牧港西港区の西４km 付近に位置する苫小牧特別地域気象観測

所の観測値は、次のとおりであった。 

日時 

（時：分） 

平均風向及び風速 最大瞬間風向及び風

速 

風向 風速(m/s) 風向 風速(m/s) 

13 日 17:30 南東 5.8 南東 8.6 

20:00 南東 7.0 南東 11.1 

20:40 南東 6.8 南東 10.0 

22:00 東南東 8.3 東南東 12.1 

14 日 00:30 南 10.0 南南東 16.4 

01:10 南 8.7 南 14.8 

04:20 南南西 7.1 南南西 12.5 
 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員２人が乗り組み、無人の状態のＢ船（非

自航船）をえい
．．
航して引船列（以下「Ａ船引船列」という。）を構成

し、北海道北見市常呂
と こ ろ

漁港から北海道函館港に回航中、令和元年１１

月１２日１６時３０分ごろ、補油を行う目的で、北海道室蘭市室蘭港

に向けて、寄港していた北海道釧路市釧路港を出港した。 

Ｂ船は、浚渫船であり、船首に油圧ショベルを装備し、船尾にショ

ベルカーを積載していた。 

 Ａ船引船列は、陸岸に沿って航行し、翌１３日１７時３０分ごろ北

海道日高町シノダイ岬南方沖付近に達した頃から、船長Ａが次第に南

風が強まってくるのを感じたが、目視観測で、運航基準に定める避泊

等の措置を採るべき状況（風速１５m/s 以上、波高３ｍ以上に達する

おそれ
．．．
）には至っていないと判断し、ふだんのえい

．．
航速力である約７

ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）から約５kn に減速すれば支障

はないと思って航行を続け、２０時００分ごろ、苫小牧港西港区（以

下「西港」という。）の南方沖約３海里（Ｍ）を通過した。 

 Ａ船引船列は、西港南方沖を通過後、約２Ｍ西進した２０時３８分

ごろ、気象及び海象が更に悪化し、約１３m/s の南風及び波高約２ｍ

の波を左舷側から受ける状況となったので、船長Ａが西港に避港する
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ことを決めてその旨をＡ社担当者に携帯電話で連絡し、西港に向けて

左旋回を始めた。 

 船長Ａは、横波によって転覆に至ることを警戒し、旋回径を大きく

とり、時間をかけて船首を東方（西港方向）に向けようとしたとこ

ろ、船首方に入港船と思われる船舶の灯火及びレーダー映像を認めた

ので、その進路を避けようとし、左旋回を中止して右舵を取り、船首

を南方に向けた。 

 船長Ａは、入港船と思われる船舶がＡ船引船列の東方を北方へ向け

て通過後、再び西港に入港しようとしたものの、更に南東方からの風

浪が強まり、船首が風上の南方を向いたまま操船困難となり、自力で

の入港は不可能と判断してＡ社担当者に連絡し、タグボートを要請し

た。 

 タグボート運航会社担当者は、２１時５３分ごろＡ社担当者から連

絡を受けたが、急な依頼だったので船舶と船員の手配に時間を要し、

翌１４日００時００分ごろタグボートがＡ船引船列に向けて西港を出

港した。 

 タグボート船長は、００時３０分ごろ、Ａ船の左舷船首付近に到着

し、船長ＡとＶＨＦで連絡を取ったが、風浪により、Ａ船にもＢ船に

もロープを連結することができず、そのまま待機した。 

 船長Ａは、Ａ船引船列が、北方に流され始めたので、危険を感じ何

とか西港に入港しようと思い、西港への入港準備を行う目的で、約２

６０ｍ繰り出していたえい
．．
航索を約１００ｍまで巻き取る作業を行う

こととした。 

船長Ａは、南東方から波高約３～４ｍの波を受けて、激しい船体動

揺が生じている状況下、えい
．．
航索の巻取り作業を開始することとし、

Ａ船を後進させてえい
．．
航索を緩ませた後、操舵室右舷船尾側の窓か

ら、作業後すぐに退避するよう指示していた甲板員２人がトーイング

フックからえい
．．
航索のアイを外したのち船首方に退避したのを確認

し、遠隔コントローラでロープドラムを操作してえい
．．
航索に繋がれた

ガイドロープの巻取りを始めたが、十数秒巻いたころ、同ロープが巻

取部から右舷側に外れたのを見て巻取りを停止した。（図１及び写真

１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ えい
．．
航索及びガイドロープ等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 操舵室右舷船尾側窓からの見通し状況 

 

 Ａ船引船列は、船長Ａが携帯無線機で甲板員２人にガイドロープの

状況を確認するよう指示し、甲板員２人がロープドラムに近づいた０

１時１０分ごろ、西港の南方３Ｍ付近において、ガイドロープが破断

し、Ｂ船が北西方に圧流された。 

 Ａ社担当者は、船長ＡからＡ社にガイドロープが破断した状況の報

告があった後、海上保安庁にその旨を通報した。 

 タグボート船長は、レーダーで灯火の装備のないＢ船の船位を測定

して海上保安庁に通報した。 

 Ａ船は、自力で西港に入港した。 

 Ｂ船は漂流し、０４時２２分ごろ西港西方の浅所に乗り揚げた。

（写真２参照） 
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写真２ Ｂ船の乗揚状況 

 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 Ａ船引船列の喫水は、Ａ船が船首約１.２ｍ船尾約２.６ｍ、Ｂ船が

船首尾共約１.０ｍであった。 

Ａ船引船列のえい
．．
航索は、直径約５０mm、長さ約２６０ｍであり、

また、各ブライドルロープは、直径約５５mm、長さ約２０ｍで、いず

れも合成繊維製であった。 

Ａ船引船列のえい
．．
航索のガイドロープは、直径１８mm、引張強力２

８.６キロニュートン（kＮ）のビニロンとポリエステルの混紡糸で、

Ａ船の建造に合わせて購入されたもので、本事故前に擦れ等の傷は生

じていなかった。 

 船長Ａは、ガイドロープが、ロープドラム巻取部より船尾寄りのと

ころで破断し、破断面が斜めになっていることを本事故後に確認し

た。 

 船長Ａは、操舵室右舷側後部の窓から、作業灯で照らされた船尾甲

板を見て、ガイドロープがロープドラム巻取部から右舷側に外れてい

るのが見えたが、同ロープが、船体動揺により、船尾部の支柱等の構

造物に接触していたかどうかまでは見えなかった。 

船長Ａは、Ｂ船が風浪により北西方に圧流されていたので、ガイド

ロープにふだんのえい
．．
航索の巻取り作業時より張力が強く掛かったの

ではないかと本事故後に思った。 

本事故時、南風が最大１５m/s、波の高さ３ｍの見込みである旨、

苫小牧港の走錨注意情報が発表されており、また、Ａ社の運航基準に

は、風速が１５m/s または波高が３ｍ以上に達するおそれ
．．．
があると認

めるときには、目的港への航行の継続を中止し避泊等の措置をとらな

ければならない旨が定められていた。 

船長Ａは、風浪の状況を目視で観測したほか、Ａ社に支給された、

インターネット通信可能なタブレット端末のアプリケーションからも

情報を得ていたが、同アプリケーションでは気象警報等の情報を入手

できないので、‘強風及び波浪注意報並びに走錨注意情報’（以下

「本件注意報等」という。）が発表されていることを知らなかった。 

船長Ａは、本件注意報等が発表されていることを知っていれば、直
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ちに付近の港に避難していたと本事故後に思った。 

甲板員２人は、いずれも救命胴衣及びヘルメットを着用し、操舵室

と連絡の取れる携帯無線機を持って作業に当たっていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

不明 

あり 

Ａ船引船列は、西港南方沖において、本件注意報等が発表され、南

東方から波高約３～４ｍの高波を受ける状況下、船長Ａが、本件注意

報等を知らずに航行を続け、入港準備としてえい
．．
航索の巻取り作業を

行ったことから、同索のガイドロープが破断し、えい
．．
航していたＢ船

が、北西方に圧流され、西港西方の浅所に乗り揚げたものと考えられ

る。 

 船長Ａは、次第に南風が強まってくるのを感じた際、目視観測によ

り、運航基準に定める避泊等の措置を採るべき状況には至っていない

と判断したこと、及び気象警報等の情報を入手できないアプリケーシ

ョンから気象、海象の情報を得ていたことから、本件注意報等が発表

されていることを知らずに航行を続け、入港準備としてえい航索の巻

取り作業を行ったものと考えられる。 

Ａ船引船列のえい
．．
航索のガイドロープは、風浪により北西方に圧流

されるＢ船に引かれ、強い張力を受けた状態で、船体動揺により船尾

部の構造物に接触したことから、破断した可能性があると考えられ

る。 

タグボートは、運航会社がＡ社担当者から連絡を受けた際、夜間の

急な依頼だったことから、船舶と船員の手配に手間取り、出港までに

時間を要したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、西港南方沖において、本件注意報等が発表され、

南東方から波高約３～４ｍの高波を受ける状況下、船長Ａが、本件注

意報等を知らずに航行を続け、入港準備としてＡ船引船列のえい
．．
航索

の巻取り作業を行ったため、同索のガイドロープが破断し、えい
．．
航し

ていたＢ船が、北西方に圧流され、西港西方の浅所に乗り揚げたもの

と考えられる。 

船長Ａが、航行を続け、入港準備としてＡ船引船列のえい
．．
航索の巻

取り作業を行ったのは、目視観測により、運航基準に定める避泊等の

措置を採るべき状況には至っていないと判断したこと、及び気象警報

等の情報を入手できないアプリケーションから気象、海象の情報を得

ていたが、本件注意報等が発表されていることを知らなかったことに

よるものと考えられる。 

再発防止策 

 

Ａ社は、本事故後、Ａ船に風向風速計を装備するとともに、運航基

準に規定していた避泊等の適切な措置をとらなければならないとした
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海象の条件を、波高３.０ｍ以上から、２.０ｍ以上に改定したほか、

発航及び航行中止基準等に係る気象及び海象の条件についても、基準

とする波高及び風速の値を下げる改定を行った。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、予定航路上の気象及び海象を観測する場合、目視観測の

ほか、気象庁及び海上保安庁の警報、注意報等の有無について、

海上保安庁の沿岸域情報提供システムを活用する等して常に確認

し、必要に応じて避難等の事故防止のための措置を採ること。 

・船長は、タグボートを要請する際は、出航に必要な時間を考慮

し、早めに行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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